
 京都市水洗便所築造工事資金貸付規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２３年３月３１日 

京都市公営企業管理者 

上下水道局長 西村 京三 

京都市上下水道局管理規程第２５号 

京都市水洗便所築造工事資金貸付規程の一部を改正する規程 

京都市水洗便所築造工事資金貸付規程の一部を次のように改正する。 

第２条第１項各号列記以外の部分中「水洗便所築造工事（」の右に「京都市特定環境保

全公共下水道条例第１条第２項第２号に規定する京北特定環境保全公共下水道の区域（以

下「京北地域」という。）以外の区域で行う」を加え，同条第２項各号列記以外の部分中「接

続する工事」の右に「（京北地域で行う工事を除く。）」を加える。 

第４条第３項を次のように改める。 

３ 前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる工事の区分に応じ，貸付限度額を当該各 

 号に掲げる額に引き上げることができる。 

   第２条第１項第３号に規定する工事のうち排水管の新設工事 次の各号に掲げる区

分に応じ，当該各号に掲げる額 

  ア 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超え２０ｍまでの工事 ４５０，０００円 

  イ 対象工事の排水管の延長が２０ｍを超え２５ｍまでの工事 ５００，０００円 

  ウ 対象工事の排水管の延長が２５ｍを超え３０ｍまでの工事 ５５０，０００円 

  エ 対象工事の排水管の延長が３０ｍを超える工事 ６００，０００円 

   第２条第２項第２号に規定する工事のうち京都市特定環境保全公共下水道条例第１ 

  条第２項第１号に規定する北部地域特定環境保全公共下水道の区域における排水管の 

新設工事 次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に掲げる額 

ア 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超え２０ｍまでの工事 ２５０，０００円 

  イ 対象工事の排水管の延長が２０ｍを超え２５ｍまでの工事 ３００，０００円 

  ウ 対象工事の排水管の延長が２５ｍを超え３０ｍまでの工事 ３５０，０００円 

  エ 対象工事の排水管の延長が３０ｍを超える工事 ４００，０００円 

 第６条中「（以下「条例」という。）」を削り，「に定める」を「又は京都市特定環境保全

公共下水道条例第７条第１項の規定による」に改める。 

 第９条第１項中「条例」を「京都市公共下水道事業条例」に改め，「しゅん工検査」の右 

２６号



に「又は京都市特定環境保全公共下水道条例第７条第３項に定める検査」を加える。 

 様式第２号中「しゅん工検査」の右に「又は京都市特定環境保全公共下水道条例第７条 

第３項に定める検査」を加える。 

附 則 

 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

（上下水道局下水道部管理課） 


